
令和 5 年 2 月 2 日 

本庁舎会議室 807･808 

令和４年度 豊島区子ども家庭支援センター運営協議会 次第 

 

 １ 開会 

 ２ 子ども家庭支援センター運営協議会について 

 ３ 議事 

【議題】 

１）令和４年度の事業報告について 

 ・ 《東部・西部子ども家庭支援センター》 広場事業        

 ・ 《西部子ども家庭支援センター》 発達支援事業                        

 ・ 《子どもの権利グループ》 子ども虐待防止ネットワーク事業 

    ・ 【課】 令和 4年度の取り組みについて 

 

２）令和５年度の事業予定について 

 ・ 《東部・西部子ども家庭支援センター》 広場事業        

 ・ 《西部子ども家庭支援センター》 発達支援事業                        

 ・ 《子どもの権利グループ》 子ども虐待防止ネットワーク事業 

 ・ 【課】 令和 5年度の取り組みについて 

 

３）来年度の課題について 

・ 関係課との連携 －① 児童相談所   

－② としま子どもの権利擁護センター 

 

    4）質疑応答 

  

４ 閉会 

 

【配付資料】   資料１     令和４年度豊島区子ども家庭支援センター運営協議会委員名簿 

資料 2-1   子ども家庭支援センター運営協議会について 

資料 2‐2   豊島区子ども家庭支援センター運営協議会設置要綱 

資料 2-3   東京都子ども家庭支援センター事業実施要綱 

資料 3     令和４年度 豊島区子ども家庭支援センター事業報告 

資料 4     令和５年度 豊島区子ども家庭支援センター事業計画 

資料５    豊島区児童相談所について 

資料６   （仮称）としま子どもの権利擁護センターの設置 



職　　名 氏　　名

豊島区民生委員児童委員協議会 民生委員・児童委員
高田　慶子
（代理）飴田　まさ子

豊島区民生委員児童委員協議会 主任児童委員 松浦　和代

豊島区青少年育成委員会 育成委員 豊島　佳代子

豊島区小学校PTA連合会 池袋第一小学校PTA会長 久郷　直人

豊島区町会連合会 町会連合会長 片桐　昌英

豊島区民社会福祉協議会 総務課長 田中　慎吾

豊島区子ども家庭支援センター 専門相談員 杉山　佳子

豊島区教育委員会事務局 指導課長 丸山　順子

保健福祉部 池袋保健所長 植原　昭治

総務部 男女平等推進センター所長 佐々木　美津子

【会長】子ども家庭部長 副島　由理

子ども若者課長 小澤　さおり

保育課長 鈴木　悠斗

子育て支援課長 安達　絵美子

子ども家庭支援センター所長 山本　りか

児童相談課長 小林　拓

東部子ども家庭支援センター長 福岡　朋子

西部子ども家庭支援センター長 菅谷　ともみ

子どもの権利第2係長 髙井　真理

管理係長 鈴木　寛之

令和4年度　豊島区子ども家庭支援センター運営協議会委員名簿

機関･所属

外
部
委
員

事務局（子ども家庭支援センター）

（オブザーバー出席）

子ども家庭部

内
部
委
員
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子ども家庭支援センター運営協議会について 

 

 

 

 子ども家庭支援センターとは、福祉、保健・医療、教育等の各分野の関係機関と連携しながら、

子供と家庭に関する総合相談、子供家庭在宅サービス等の提供・調整及び地域組織化等を行うこと

により、地域において子供と家庭に関する支援ネットワークを構築し、福祉の向上に寄与することを

目的としており、その運営には地域の意見や協力が不可欠なことから、運営協議会を設けることが

定められている（東京都子供家庭支援センター事業実施要綱第１条、第８条）。 

 

 

 

東京都子供家庭支援センター事業実施要綱第８条（※）において、「センターの活動に住民の意思

を反映させるとともに、その運営を円滑に行うため、地域社会の人々から構成される運営協議会を

設置することが望ましい。」とされることから、豊島区も設置要綱において「事業の基本的な活動内

容及び運営方針を検討し、子ども家庭支援事業への参加・協力に関すること」を所掌とし、実績や次

年度計画等に対し意見を求める場を設けた（豊島区子ども家庭支援センター運営協議会設置要綱第 2 条、

東京都子供家庭支援センター事業実施要綱第 8条）。 

 

〈※参考：東京都子供家庭支援センター事業実施要綱〉 

 （運営協議会） 

第８ 区市町村は、センターの活動に住民の意思を反映させるとともに、その運営を円滑に行うた 

め、地域社会の人々から構成される運営協議会（以下「協議会」という。）を設置することが望 

ましい。 

２ 協議会の構成員は、次の者を参考に適宜選任する。 

(1) 児童委員、主任児童委員 

(2) 自治会、子供会、ＰＴＡ等の役員など地域の住民代表 

(3) 企業、特定非営利活動法人、ボランティア団体、医師会、商工会等の民間団体 

(4) 学識経験者 

(5) 区市町村主管部課及び関係機関の職員 

３ 協議会は、センターの基本的な活動内容及び運営について検討し、区市町村長に対し必要な意見 

を述べるほか、センターの活動に参加・協力するものとする。 

４ 協議会の運営方法については、各協議会で定めるものとする。 

なお、地域の児童の意見も反映させるよう、必要な措置を講じるものとする。 

５ 協議会の庶務は、センター又はセンター事業所管課で行う。 

６ 区市町村長は、協議会の意見を尊重し、センターの運営に反映させるよう努めなければならない。 

 

次頁続く 
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１ 子ども家庭支援センター運営協議会とは 

２ 子ども家庭支援センター運営協議会の機能とは 



 

 

 本年度より子育て支援課から子ども家庭支援センター（課）として分離し、子ども家庭支援センタ

ーの機能強化を目的に取り組むこととなり、併せて庶務機能も強化することから、新たに管理グル

ープも設置しました。 

 子ども家庭支援センターは、すべての子どもとその家族が、地域の中で健康で楽しく生き生き暮ら

していけるような支援を、区と区民の協働により推進するための核となる場所として設置された施

設です。 

 この目的を果たすため、下記の組織で構成されております。 

【組織図】 

３ 豊島区子ども家庭支援センターの構成について 

管理グループ 

・ 子育て事業及び子ども家庭支援センターに関すること 

・ 他グループに属さないこと及びセンターの庶務に関すること 

子どもの権利第１グループ（予定：相談支援グループ） 

・ 児童虐待等の相談に関すること 

・ 通告への対応に関すること 

子どもの権利第２グループ（予定：連携調整グループ） 

・ 要保護児童対策地域協議会に関すること 

・ 子どもの虐待防止対策に関すること 

東部子ども家庭支援センター 

・ 子ども家庭支援センターに関すること 

・ 障害児等の巡回観察指導に関すること 

西部子ども家庭支援センター 

・ 子ども家庭支援センターに関すること 

・ 子どもの発達に関すること 

東部子ども家庭支援センターに設置されたグループ 

子ども家庭支援センター 
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豊島区子ども家庭支援センター運営協議会設置要綱 

平成17年４月20日 

子ども家庭部長決定 

制定 平成14年３月６日 

全部改正 平成17年４月20日 

改正 平成19年４月２日 

改正 平成21年12月25日 

改正 平成24年４月１日 

改正 平成25年５月15日 

改正 平成27年４月１日 

改正 平成29年12月１日 

改正 平成30年４月１日 

改正 令和４年４月１日 

（設置） 

第１条 豊島区子ども家庭支援センターの基本的な活動内容及び運営方針を検討するため

豊島区子ども家庭支援センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 事業の基本的な活動内容及び運営方針の検討に関すること。 

(2) 子ども家庭支援事業への参加・協力に関すること。 

(3) その他運営協議会が必要と認める事項。 

（構成） 

第３条 運営協議会は別表に掲げる委員をもって構成する。 

（会長等） 

第４条 運営協議会に会長を置く。 

２ 会長は、子ども家庭部長の職にある者とし、運営協議会を統括する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 運営協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。 

（庶務） 

資料 2－2 
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第６条 運営協議会の庶務は、子ども家庭部子ども家庭支援センターにおいて処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が運営協議会

に諮って定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成17年４月20日から施行する。 

２ この要綱は、豊島区事案の決定等に関する規程（平成17年豊島区訓令甲第２号）第３

条及び第４条の規定により、子ども家庭部長の決定区分とする。 

３ この要綱の施行前にこの要綱による改正前の豊島区子ども家庭支援センター運営協議

会設置要綱の規定によりした処分、手続きその他の行為は、この要綱による改正後の豊島

区子ども家庭支援センター運営協議会設置要綱の規定によりした処分、手続きその他の行

為とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成19年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成22年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年５月19日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成29年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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 第３条関係 豊島区子ども家庭支援センター運営協議会委員 

機関・所属 職名 人員 

豊島区民生委員児童委員協議会 民生委員・児童委員 1名 

豊島区民生委員児童委員協議会 主任児童委員 1名 

豊島区青少年育成委員会 育成委員 1名 

豊島区小学校PTA連合会 連合会役員 1名 

豊島区町会連合会 町会連合会会長 1名 

豊島区民社会福祉協議会 総務課長 1名 

豊島区子ども家庭支援センター 専門相談員 1名 

豊島区教育委員会 指導課長 1名 

保健福祉部 池袋保健所長 1名 

総務部 男女平等推進センター所長 1名 

子ども家庭部 部長 1名 

子ども若者課長 1名 

子育て支援課長 1名 

子ども家庭支援センター所長 1名 

保育課長 1名 
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